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第 号
ぜんこくしぎかいじゅんぽう

5月25日
2337

第
３4
次
地
方
制
度
調
査
会
の
第
２
回
総
会
が
5
月
20
日
、
東
京
・
全
国
都
市
会
館
で
開

か
れ
、
同
調
査
会
に
お
け
る
今
後
の
審
議
項
目
に
つ
い
て
了
承
し
た
。
本
会
か
ら
は
丸
子

善
弘
会
長（
山
形
市
議
会
議
長
）が
出
席
し
た（
第
1
回
総
会
は
1
月
25
日
号
に
掲
載 

）。

総
会
で
は
、
中
野
英
幸
総

務
大
臣
政
務
官
に
よ
る
挨
拶

の
後
、
人
口
減
少
時
代
に
対

応
し
た
「
国
・
都
道
府
県
・
市

町
村
間
の
役
割
分
担
」
の
在

り
方
や
「
大
都
市
地
域
に
お

け
る
行
政
体
制
」
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
同

調
査
会
専
門
小
委
員
会
で
の

議
論
を
踏
ま
え
た
審
議
項
目

（
案
）に
つ
い
て
事
務
局
か
ら

説
明
。
そ
の
後
、委
員
（
国
会

議
員
・
地
方
六
団
体
の
代
表
）

か
ら
の
発
言
の
後
、
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
今
後
の
審
議
項

目
を
了
承
し
た
（
左
下
掲
）。

今
後
の
審
議
項
目
を
了
承

国・都
道
府
県・市
町
村
間
の
役
割
分
担

大
都
市
地
域
に
お
け
る
行
政
体
制

第34次地方制度調査会の審議項目
＜審議項目＞
1.  「国・都道府県・市町村間の役割分担」 の在り方について
1-1 地方分権改革以降の社会経済情勢の変化と地方

行政を巡る取組
１－１－１ 地方公共団体における事務処理の現状
１－１－２ 各府省における取組

1-2 取組の加速化
1-2-1 AI を含めたデジタル技術の活用の方向性
1-2-2 地方公共団体間の連携の方向性
1-2-3 国・地方公共団体以外の主体の活用の方向性
1-2-4 地方議会及び住民自治の在り方

1-3 各行政分野において取組を進めていくための枠
組み

1-3-1 既存の枠組みとの関係
1-4 各地域において取組を進めていくための枠組み
2.  「大都市地域における行政体制」 の在り方について
2-1 大都市地域が果たすべき役割
2-2 いわゆる「特別市」の意義
2-3「特別市」の制度化を検討する場合の論点
2-3-1 広域事務への影響等
2-3-2 財産・施設や議員・職員への影響等
2-3-3 財政への影響等
2-3-4 大都市制度以外への影響
2-3-5 「特別市」の設置手続
2-3-5-1 指定都市と都道府県の間での協議
2-3-5-2 住民の意思確認

２－４ 住民自治等の確保
3.  「その他の必要な地方制度」 の在り方について
総務省「第34次地方制度調査会第2回総会」へリンク 

出
席
委
員
の
意
見
表
明

で
丸
子
会
長
は
、
国
・
都
道

府
県
・
市
町
村
間
の
役
割
分

担
等
の
在
り
方
の
検

討
に
当
た
っ
て
は
、

様
々
な
状
況
に
お
か

れ
た
各
自
治
体
の
実

情
を
踏
ま
え
、
様
々

な
選
択
肢
の
中
か
ら

各
自
治
体
が
そ
れ
ぞ

れ
の
実
情
に
応
じ
て

自
主
的
に
選
択
で
き

る
よ
う
な
制
度
設
計

に
向
け
た
議
論
を
求

め
た
。

ま
た
、
今
後
、
国・

都
道
府
県
・
市
町
村

間
の
連
携
や
他
の
主
体
の
活

用
が
さ
ら
に
多
様
化
す
る
こ

と
で
、
こ
れ
ら
の
事
務
に
つ

い
て
各
市
町
村
の
適
切
な

チ
ェ
ッ
ク
が
難
し
く
な
る
可

能
性
を
指
摘
し
、
検
討
に
当

た
っ
て
は
、
市
町
村
の
議
会

が
そ
の
役
割
を
果
た
す
方
策

の
議
論
を
求
め
た
ほ
か
、
人

材
確
保
に
関
す
る
国
・
都
道

府
県
の
役
割
を
明
確
化
し
、

議
論
を
深
め
る
よ
う
求
め
た
。

大
都
市
地
域
に
お
け
る
行

政
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
審
議
項
目
と
し
て
「
特

別
市
」
の
制
度
化
を
検
討
す

る
場
合
の
論
点
が
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
触
れ
、
地
域
の

特
性
に
応
じ
た
多
様
な
大
都

市
制
度
の
実
現
に
向
け
た
具

体
的
な
議
論
を
深
め
、
大
都

市
と
周
辺
市
町
村
と
の
連
携

の
在
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ

て
議
論
す
る
こ
と
を
求
め

た
。

「
実
情
に
応
じ
た
自
主
的
な
選
択
を
」

地方制度調査会

第 2回総会

第２回総会で発言する丸子会長（山形市）

第３４次地方制度調査会第２回総会の模様

本
会 

丸
子
会
長

https://www.si-gichokai.jp
https://www.si-gichokai.jp
https://www.si-gichokai.jp/syun/r07/__icsFiles/afieldfile/2026/01/26/junpou2325.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r07/__icsFiles/afieldfile/2026/01/26/junpou2325.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r07/__icsFiles/afieldfile/2026/01/26/junpou2325.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r07/__icsFiles/afieldfile/2026/01/26/junpou2325.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r07/__icsFiles/afieldfile/2026/01/26/junpou2325.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r07/__icsFiles/afieldfile/2026/01/26/junpou2325.pdf
https://www.si-gichokai.jp/syun/r07/__icsFiles/afieldfile/2026/01/26/junpou2325.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/singi/02gyosei01_04000511_00003.html
https://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/singi/02gyosei01_04000511_00003.html
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全
国
自
治
体
病
院
経
営
都

市
議
会
協
議
会
の
伊
藤
繁

満
会
長
（
出
雲
市
議
会
議

長
）、
会
長
職
務
代
理・副
会

長
市
で
あ
る

高
松
市
の
杉

本
勝
利
副
議

長
は
５
月
19

日
、
１
５
８

名
の
国
会
議

員
で
構
成
さ

れ
る
自
治
体

病
院
議
員
連

盟
　（
会
長

＝
谷
公
一
衆

議
院
議
員
）

の
総
会
に
出

席
し
た
。

伊
藤
会
長

は
総
会
で
、

▽
地
域
医
療

の
確
保
や
経

営
基
盤
の
安

定
化
を
図
る

た
め
の
財
政自

治
体
病
院
関
係
三
団
体 

要
望
活
動
を
実
施

自
治
体
病

院
議
員
連
盟

総
会
の
終
了

後
、
伊
藤
会

長
と
高
松
市

の
杉
本
副
議
長
は
、自
治
体
病

院
関
係
三
団
体
に
よ
る
要
望

活
動
に
参
加
し
た
。

全
国
自
治
体
病
院
開
設
者

協
議
会
会
長
の
平
井
伸
治
鳥

取
県
知
事
、公
益
社
団
法
人
自

治
体
病
院
協
議
会
会
長
の
望

月
泉
八
幡
平
市
病
院
事
業
管

理
者
兼
八
幡
平
市
立
病
院
統

括
院
長
ら
と
と
も
に
、林
芳
正

谷公一議連会長（中央）に要望 あべ俊子議連幹事長（中央）に要望

森英介議連顧問（中央）に要望 長谷川淳二議連事務局次長（中央）に要望

三ッ林裕巳議連幹事長代理（中央）に要望 上月良祐議連事務局長（中央）に要望

要望陳述する
伊藤会長（出雲市）

措
置
等
▽
医
師
の
地
域
偏

在
・
診
療
科
偏
在
の
早
期
解

消
▽
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
等
の

積
極
的
な
推
進
―
の
3
項
目

に
つ
い
て
要
望
を
行
っ
た
。

地
域
医
療
の
確
保
や
経
営

基
盤
の
安
定
化
に
つ
い
て
は
、

地
域
医
療
の
中
核
を
担
う
自

治
体
病
院
の
経
営
安
定
の
た

め
、
特
に
小
児
医
療
、
救
急

医
療
、
精
神
科
医
療
、
へ
き

地
医
療
な
ど
不
採
算
医
療
に

対
す
る
さ
ら
な
る
財
政
措
置

の
拡
充
が
必
要
と
述
べ
た
。

補
正
予
算
に
よ
る
支
援
や

診
療
報
酬
改
定
が
物
価
高
騰

に
追
い
つ
い
て
お
ら
ず
、
現

場
の
自
助
努
力
だ
け
で
は
限

界
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
自

治
体
病
院
の
厳
し
い
経
営
状

況
を
正
確
に
調
査
・
把
握
し
、

令
和
８
年
度
補
正
予
算
に
よ

る
措
置
と
、
必
要
に
応
じ
た

診
療
報
酬
の
中
間
年
改
定
の

迅
速
な
実
施
を
要
望
し
た
。

医
師
の
地
域
偏
在
・
診
療

科
偏
在
の
早
期
解
消
に
つ
い

て
は
、
医
療
法
が
改
正
さ
れ
、

医
師
偏
在
の
是
正
に
向
け
た

総
合
的
な
対
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ

が
進
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

医
師
の
地
域
偏
在
、
診
療
科

偏
在
、
診
療
所
の
都
市
部
へ

の
集
中
解
消
は
引
き
続
き
重

要
な
課
題
で
あ
る
と
し
た
上

で
、
実
情
を
踏
ま
え
た
更
な

る
支
援
措
置
を
求
め
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
等
の
積

極
的
な
推
進
に
つ
い
て
は
、

医
療
の
地
域
偏
在
解
消
の
た

め
、
先
端
技
術
を
活
用
し
た

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
等
遠
隔
医

療
環
境
の
更
な
る
整
備
・
推

進
を
求
め
た
。

地
域
医
療
確
保
・
財
政
措
置
等
を
要
望

― 

病
院
協
会
長
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全
国
市
議

会
議
長
会
基

地
協
議
会

（
会
長
＝
大

槻
和
弘
相
模

原
市
議
会
議

長
）
は
５
月

18
日
、
加
賀

市
で
正
副
会

長・監
事・相

談
役
会
を
開

催
し
た
。

会
議
で
は
、
大
槻
会
長
、

開
催
地
の
山
口
忠
志
加
賀
市

議
会
議
長
、
山
田
利
明
加
賀

市
長
か
ら
の
あ
い
さ
つ
の
後
、

７
月
開
催
の
第
１
１
５
回
理

事
会
に
提
案
す
る
基
地
対
策

関
係
施
策
の
充
実
強
化
に
関

す
る
要
望
（
案
）、理
事
会
及

び
基
地
関
係
国
会
議
員
と
の

情
報
連
絡
会
の
運
営
な
ど
に

つ
い
て
協
議
し
た
。

挨拶する大槻会長（相模原市）

要望書案等を協議要望書案等を協議
正副会長・監事・相談役会（加賀市）正副会長・監事・相談役会（加賀市）

基
地
協

仁木厚生労働副大臣（中央）に要望

林総務大臣（右から4人目）に要望

林 総 務 大 臣
仁木厚労副大臣 へ要望活動

総
務
大
臣
、仁
木
博
文
厚
生
労

働
副
大
臣
に
面
談
の
上
、要
望

を
行
っ
た（
杉
本
高
松
市
議
会

副
議
長
は
公
務
の
た
め
林
総

務
大
臣
へ
の
要
望
の
み
参
加
）。

議
会
人
事

（
5
月
13
日
報
告
分
ま
で
掲
載
）

▼
議
長

▽
長
久
手

	

山
田
け
ん
た
ろ
う（
5・7
）

▽
桜
井	

大
園
光
昭（
5・7
）

▽
清
須	

小
﨑
進
一（
5・8
）

▽
美
濃	

古
田
秀
文（
5・8
）

▽
御
所	

川
田
大
介（
5・8
）

▽
伊
達（
福
島
）

	

佐
藤
　
実（
5・11
）

▽
日
光	

和
田
公
伸（
5・11
）

▽
瀬
戸	

高
島
　
淳（
5・11
）

▽
安
城	

松
本
佳
栄（
5・11
）

▽
高
山	

榎
　
隆
司（
5・11
）

▽
高
槻	

岩
　
為
俊（
5・11
）

▽
神
戸

	

よ
こ
は
た
和
幸（
5・11
）

▽
加
東	

別
府
み
ど
り（
5・11
）

▽
大
和
高
田

	

萬
津
力
則（
5・11
）

▽
三
次	

保
実
　
治（
5・11
）

▽
八
幡
平	

関
　
治
人（
5・12
）

▽
伊
那	

三
澤
俊
明（
5・12
）

▽
富
津	

山
田
重
雄（
5・12
）

▽
春
日
井

	
長
谷
川
達
也（
5・12
）

▽
津
島	
宇
藤
久
子（
5・12
）

▽
北
名
古
屋

	
井
上
一
男（
5・12
）

▽
大
東	

児
玉
　
亮（
5・12
）

▽
小
野	

喜
始
真
吾（
5・12
）

▽
宇
陀	

廣
澤
孝
英（
5・12
）

▽
藤
枝	

神
戸
好
伸（
5・13
）

▽
豊
川	

冨
田
　
潤（
5・13
）

▽
豊
田	

岩
田
　
淳（
5・13
）

▽
寝
屋
川	

奥
　
大
輔（
5・13
）

▽
三
木	

岸
本
和
也（
5・13
）

▽
萩	

関
　
伸
久（
5・13
）

▽
高
松	

橋
本
浩
之（
5・13
）

▽
善
通
寺	

上
田
博
之（
5・13
）

▽
富
田
林	

西
川
　
宏（
5・14
）

▽
高
石	

奥
田
悦
雄（
5・14
）

▽
明
石	

寺
井
吉
広（
5・14
）

▽
海
南	

米
原
耕
司（
5・14
）

▽
伊
予	

向
井
哲
哉（
5・14
）

▼
副
議
長

▽
長
久
手

	

な
か
じ
ま
和
代（
5・7
）

▽
桜
井	

久
保
田
裕
一（
5・7
）

▽
清
須	

浅
妻
奈
々
子（
5・8
）

▽
美
濃	

井
川
竜
徳（
5・8
）

▽
御
所	

川
本
雅
樹（
5・8
）

▽
杵
築	

工
藤
壮
一
郎（
5・8
）

▽
伊
達（
福
島
）

	

中
村
正
明（
5・11
）

▽
日
光	

荒
川
礼
子（
5・11
）

▽
春
日
部	

木
村
圭
一（
5・11
）

▽
瀬
戸	

冨
田
宗
一（
5・11
）

▽
安
城	

石
川
い
く
こ（
5・11
）

▽
高
山	

石
原
正
裕（
5・11
）

▽
多
治
見	

葉
狩
拓
也（
5・11
）

▽
高
槻	

宮
田
俊
治（
5・11
）

▽
神
戸

	

し
ら
く
に
高
太
郎（
5・11
）

▽
加
東	

橋
本
匡
史（
5・11
）

▽
三
次	

藤
岡
一
弘（
5・11
）

▽
八
幡
平	

工
藤
隆
一（
5・12
）

▽
伊
那	

湯
澤
　
武（
5・12
）

▽
横
須
賀	

石
山
　
満（
5・12
）

▽
綾
瀬	

内
山
恵
子（
5・12
）

▽
富
津	

宮
崎
晴
幸（
5・12
）

▽
春
日
井	

前
田
　
学（
5・12
）

▽
津
島	

服
部
哲
也（
5・12
）

▽
北
名
古
屋

	

上
野
雅
美（
5・12
）

▽
大
東	

	

あ
ず
ま
健
太
郎（
5・12
）

▽
小
野	

村
本
洋
子（
5・12
）

▽
宇
陀	

八
木
勝
光（
5・12
）

▽
宇
城	

四
海
公
貴（
5・12
）

▽
藤
枝	

増
田
克
彦（
5・13
）

▽
豊
川	

中
川
雅
之（
5・13
）

▽
豊
田	

浅
井
保
孝（
5・13
）

▽
寝
屋
川	

馬
場
　
才（
5・13
）

▽
三
木	

板
東
聖
悟（
5・13
）

▽
萩	

瀧
口
治
昭（
5・13
）

▽
高
松	

杉
本
勝
利（
5・13
）

▽
善
通
寺	

川
向
　
武（
5・13
）

▽
富
田
林	

寺
内
裕
介（
5・14
）

▽
高
石	

阪
口
　
茂（
5・14
）

▽
明
石	

竹
内
き
よ
子（
5・14
）

▽
伊
予	

正
岡
　
満（
5・14
）

▼
事
務
局
長

▽
長
野	

竹
内
　
徹（
4・1
）

▽
横
須
賀	

清
水
佳
子（
4・1
）

▽
蒲
郡	

永
田
隆
裕（
4・1
）

▽
大
東	

田
中
正
司（
4・1
）

▽
神
戸	

近
都
正
之（
4・1
）

▽
桜
井	

出
雲
勝
也（
4・1
）

▽
宇
陀	

幸
田
吉
生（
4・1
）

▽
伊
予	

橘
か
つ
ら（
4・1
）

▽
杵
築	

大
塚
茂
治（
4・1
）

▽
宇
土	

池
田
和
臣（
5・18
）
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令
和
８
年
2
月
か
ら
4
月
に
全
国
の
市
区
議
会
で
可
決
さ
れ
た
意
見
書
・
決
議
の

う
ち
、
本
会
に
報
告
の
あ
っ
た
件
数
を
集
計
し
た
（
左
表
）。
今
号
で
は
、
前
回
の
集

計
か
ら
特
に
件
数
が
増
え
た
意
見
書
・
決
議
３
件
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
紹
介
す
る

（
　 

本
会
Ｗ
ｅ
ｂ
意
見
書
ボ
ッ
ク
ス
）。

（

）

令
和
８
年
2
月
～
4
月

最
近
の
意
見
書
・
決
議
の
動
向

最
近
の
意
見
書
・
決
議
の
動
向

非
核
三
原
則
の
堅
持

非
核
三
原
則
の
堅
持

ア
メ
リ
カ・イ
ス
ラ
エ
ル・イ
ラ
ン

ア
メ
リ
カ・イ
ス
ラ
エ
ル・イ
ラ
ン

即
時
停
戦
を
求
め
る

即
時
停
戦
を
求
め
る

２
月
28
日
に
始
ま
っ
た
米

国
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る

イ
ラ
ン
へ
の
軍
事
攻
撃
並
び

に
そ
れ
に
対
す
る
イ
ラ
ン
の

報
復
攻
撃
に
よ
り
、
多
く
の

尊
い
命
が
失
わ
れ
、
国
際
社

会
や
経
済
に
大
き
な
混
乱
が

生
じ
て
い
る
こ
と
に
深
い
憂

慮
を
表
明
す
る
。

中
東
地
域
に
お
け
る
軍
事

衝
突
の
激
化
は
、
世
界
の
平

和
と
安
定
を
脅
か
す
だ
け
で

な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
や

原
油
価
格
・
物
価
の
高
騰
な

ど
を
招
き
、
経
済
活
動
や
国

民
生
活
に
も
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
。

い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う

と
も
、
軍
事
行
動
は
平
和
的

解
決
の
道
を
閉
ざ
す
も
の
で

あ
り
、
断
じ
て
容
認
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。

意
見
書
及
び
決
議
で
は
、

日
本
政
府
に
対
し
、
米
国
・

イ
ス
ラ
エ
ル
・
イ
ラ
ン
に
対

し
て
軍
事
行
動
の
自
制
を
求

め
る
と
と
も
に
、
仲
介
役
と

し
て
主
導
的
な
外
交
を
積
極

的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
、

中
東
情
勢
の
平
和
的
解
決
の

た
め
に
、
以
下
の
事
項
に
つ

い
て
強
く
要
望
し
て
い
る
。

①
米
国
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及

び
イ
ラ
ン
に
対
し
、
直
ち
に

全
て
の
軍
事
行
動
を
停
止
す

る
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と

②
邦
人
の
安
全
確
保
に
万

全
を
期
す
と
と
も
に
、
ホ
ル

ム
ズ
海
峡
を
は
じ
め
と
す
る

海
上
交
通
路
の
安
全
確
保
及

び
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
や
国
民

生
活
へ
の
影
響
に
適
切
に
対

応
す
る
こ
と

	 件　　名	 意見書	 決議	
〇イランをめぐる軍事行動の即時	 35	 36
　停止と外交による平和的解決	
〇非核三原則の堅持	 27	 ―
〇介護保険制度の抜本改善、介護	 11	 ―
　従事者の処遇改善
〇太陽光発電設備のリサイクル	 11	 ―
　推進及び適正な廃棄処理	
〇最低賃金の引上げと中小企業	 9	 ―
　支援策の拡充
〇巨大災害発生に対する対応体制	 8	 ―
　整備
〇高額療養費の自己負担上限額	 7	 ―
　引上げの撤回
〇脳脊髄液漏出症患者の救済	 6	 ―	
〇冤罪被害者救済のための刑事	 5	 ―
　訴訟法の再審規定（再審法）
　の改正
〇地方における福祉人材確保の	 5	 ―
　取組に向けた財政措置
〇テレビ受信機能付きカーナビ	 5	 ―
　搭載の公用車におけるＮＨＫ
　受信料の全額免除制度の創設
　【小計】	 129	 36
〇その他	 208	 43	
【総合計】	 337	 79

令和8年2月から4月に可決した意見書・決議の状況

※件名は代表的なもので、同内容のものも含めている
※意見書・決議の件数が多い順に掲載

昭
和
42
年
に
佐
藤
栄
作
首

相
（
当
時
）
が
表
明
し
た

「
核
兵
器
を
持
た
ず
、
作
ら

ず
、
持
ち
込
ま
せ
ず
」
の
非

核
三
原
則
は
、
半
世
紀
以
上

に
わ
た
り
日
本
の
国
是
と
し

て
堅
持
さ
れ
て
き
た
。

国
際
情
勢
が
複
雑
化
す
る

今
日
に
お
い
て
も
、
核
兵
器

の
な
い
世
界
の
実
現
は
人
類

共
通
の
願
い
で
あ
り
、
我
が

国
が
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て

き
た
平
和
へ
の
取
り
組
み
は

極
め
て
重
要
で
あ
る
。

意
見
書
で
は
、
政
府
に
対

し
、
非
核
三
原
則
を
引
き
続

き
堅
持
し
、
平
和
国
家
と
し

て
の
立
場
を
堅
持
す
る
こ
と

を
要
望
し
て
い
る
。

介
護
保
険
制
度
改
善

介
護
保
険
制
度
改
善

介
護
従
事
者
処
遇
改
善

介
護
従
事
者
処
遇
改
善

介
護
業
界
は
依
然
と
し
て

全
産
業
平
均
と
比
べ
て
賃
金

水
準
が
低
く
、
人
材
不
足
が

深
刻
化
し
て
い
る
上
に
物
価

高
騰
の
影
響
に
も
晒
さ
れ
て

お
り
、
物
価
の
上
昇
に
対
す

る
サ
ー
ビ
ス
の
報
酬
水
準
が

追
い
つ
い
て
い
な
い
。

そ
の
上
、
令
和
6
年
度
の

介
護
報
酬
改
定
で
訪
問
介
護

の
基
本
報
酬
が
引
き
下
げ
ら

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
訪
問
介

護
の
経
営
が
大
変
厳
し
い
状

況
に
置
か
れ
、
事
業
所
の
減

少
や
休
廃
業
の
増
加
が
見
ら

れ
る
な
ど
地
域
に
お
け
る

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
維
持

が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

訪
問
介
護
は
、
利
用
者
の

在
宅
生
活
を
支
え
る
基
盤
と

な
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
そ

の
提
供
体
制
が
弱
体
化
す
れ

ば
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
な
い
事
態
が
生
じ
か

ね
な
い
。

ま
た
、
介
護
保
険
の
利
用

者
負
担
の
増
加
は
サ
ー
ビ
ス

利
用
控
え
を
招
き
、
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い

「
介
護
難
民
」
を
増
加
さ
せ

る
。
制
度
の
持
続
可
能
性
を

確
保
し
つ
つ
利
用
者
が
安
心

し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
よ
う
、
国
の
責
任
に
お
い

て
国
庫
負
担
割
合
を
大
幅
に

引
き
上
げ
、
介
護
保
険
財
政

を
安
定
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

介
護
現
場
の
実
態
を
直
視

し
、
介
護
従
事
者
の
大
幅
な

処
遇
改
善
と
、
安
心
し
て
介

護
を
受
け
ら
れ
る
制
度
へ
の

抜
本
的
な
見
直
し
を
実
現
す

る
た
め
、
主
に
以
下
の
３
項

目
を
要
望
し
て
い
る
。

①
訪
問
介
護
の
基
本
報
酬

の
引
き
下
げ
撤
回

②
全
て
の
介
護
従
事
者
に

対
す
る
報
酬
引
き
上
げ
、
そ

の
際
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
支

障
が
生
じ
な
い
よ
う
利
用
者

負
担
軽
減
な
ど
の
対
策
実
施

③
令
和
８
年
度
以
降
の
予

算
編
成
に
お
け
る
介
護
施
設

へ
の
財
政
支
援
拡
充

https://www.si-gichokai.jp/open/opinionSearch.jsp
https://www.si-gichokai.jp/open/opinionSearch.jsp

